
精神・発達障がい者

しごとサポーター養成講座
障がいのある方を雇用している

または雇用しようとしている事業主の皆さまへ

【内容】

・精神疾患（発達障がいを含む）の種類

・精神・発達障がい者の特性

・共に働く上でのポイント（コミュニケーション方法）等

【対象者】

企業に雇用されている、どなたでも受講可能です
※今現在、障がいのある方と一緒に働いているかどうかは問いません。
※受講された方には、「しごとサポーターグッズ」を進呈予定。
※「精神・発達障がい者しごとサポーター」は特別な資格ではあり
ません。また、本講座の受講により、職場の中で障がい者に対す
る特別な役割を求めるものでもありません。

令和８年３月18日(水) 14:00~15:30

※ZOOMによるオンライン開催！

※申込み〆切：令和８年３月16日（月）まで

お申し込みはこちらの

二次元バーコードから

お気軽にご参加ください！

山口市神田町1-75
電話 083-922-0043（44＃）

【お問合せ】

ハローワーク山口（山口公共職業安定所）

定員
50名

精神障がい、発達障がいのある方々の雇用は、年々増加しています。安定して働き

続けるためのポイントの一つは「職場において同僚や上司がその人の障がい特性に

ついて理解し、共に働く上での配慮があること」です。

精神・発達障がいに関して正しく理解いただき、職場における応援者（精神・発達

障がい者しごとサポーター）となっていただくための講座を開催します！！
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